
 

2025年 3月 31日 

社会医療法人財団董仙会一般事業主行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、 

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 2025年 4月 1日～2030年 3月 31日までの 5年間 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

● 2025年 4月～ 行動計画について、職員周知をはかる。 

           各事業所の運営会議、職員ポータル、サイネージ 

           法人福利厚生委員会にて、2025年実施計画策定 

● 2025年６月～  各事業所で受け入れ計画策定 

地域、教育機関への案内、連携 

地域住民、職員への周知及びメディアなどへの案内 

● 2025年 8月～  開催 

● 2025年 9月～ 2025年振り返り 

● 2026年 3月～  2026年計画実施 以降 同様に、実施していく。 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 2025年 4月～ 2024年度実施について、福利厚生委員会にり振り返り 

           行動計画について、職員周知をはかる。 

           各事業所の運営会議、職員ポータル、サイネージ 

           法人福利厚生委員会にて、2025年実施計画策定 

 ● 2025年 6月～ 2025年参観日実施について計画と職員周知 

 ● 2025年 8月～ 参観日の実施 

● 2025年 9月～ 2025年振り返り 

● 2026年 3月～  2026年計画実施 以降 同様に、実施していく。 

 

目標 1：地域のこどもの病院・介護施設見学及び若者のインターンシップの受入れを行

う。 

  

 

 

 

目標２：子どもが保護者である社員の働いているところを実際に見ることができる

「子ども参観日」を定着化する。 

 

 

 


